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日本大学リズム・ソサエティ・オーケストラ規約 

 

昭和５９年 ４月 １日制定 

平成１４年１０月１０日改正 

 

 

第１章 名称および事務所 

第１条 本会は、日本大学リズム・ソサエティ・オーケストラと称す。 

第２条 本会の事務所を、世田谷区八幡山の日本大学学生サークル練習所内におく。 

 

第２章 目 的 

第３条 本会は、音楽を通じてメンバー相互の親和、協力を深め、互いに技術を研きい、 

かつ音楽を自由に研究・演奏し、その成果を広く発表することを目的とする。 

 

第３章 活 動 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

第５条 １．音楽理論の研究・学習 

第６条 ２．音楽演奏技術のための練習 

第７条 ３．音楽技術練習のための合宿 

第８条 ４．研究・練習成果の発表 

第９条 ５．大学の主催する諸行事への参加・協力 

６．他の音楽団体との交流 

７．コンテスト・競技への参加 

８．本会OBとの懇親・連携 

９．その他必要な活動 

 

第４章 組 織 

第５条 本会は、日本大学各学部、短期大学部および大学院に在籍する学生および院生で、 

本会の目的に賛同する者をもって正会員として組織する。 

②本会は、演奏会等の必要のために、日本大学外の演奏者の助力を必要とするとき

は、期間と目的を限定して、準会員として、活動に参加させることができる。 

③会員および準会員は、日本大学の学則および諸規定を遵守するほか、会費を納入

し、練習および演奏活動に参加しなければならない。 

第６条 本会に入会希望する者は、役員会に入会届けを提出し、総会の承認をえなければ 

ならない。 

第７条 本会を退会しようとする者は、役員会に退会届を提出し、総会の承認を得なけれ 



2 

ばならない。 

第８条 本会には、各１名の次の役員を置く。役員は正会員でなければならない。 

１． バンド・マスター 

２． コンサート・マスター 

３． マネージャー 

４． サブ・マネージャー 

５． 会計 

６． 楽器・譜面係 

第９条 本会には、大学の推薦による顧問を置く。 

第１０条  本会の各パートには、パート・リーダーを置くことができる。 

第１１条  本会には、会計監査を置くことができる。 

第１２条  本会の役員、パート・リーダー、会計監査の任期は１年とする。ただし、再任 

を妨げない。 

②役員の中途退任による新任者の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、 

再任を妨げない。 

 

第５章 会 議 

第１３条 本会は、会の運営事項を決定するため、総会と役員会を開催する。 

②総会は、定期の総会と必要に応じた臨時総会とする。 

第１４条 毎年３月中に定期の総会を開催する。 

第１５条 総会は、バンド・マスターが召集し、正会員の過半数の出席をもって成立し、 

出席会員の過半数の賛成をもって決議する。ただし、本規約の改正は、出席会 

員の三分の二以上の賛成をもって決議する。 

第１６条 定期総会では、次の議題を審議する。 

１． 次年度の役員その他の役職の選出。 

２． 次年度の基本的活動計画。 

３． 会員の入会、休会、退会 

４． 本年度決算および次年度予算案 

５． その他、本会の運営に重大な事項 

第１７条 役員会は、第８条に定める役員をもって構成し、総会の決定事項の推進等、日 

常の業務を審議し執行する。 

第１８条 会議の記録は、マネージャーが作成し、保管する。 

 

第６章 会 計 

第１９条 本会は、次の醵金によって運営する。 

１． 会員の会費 
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２． 会員の入会費 

３． 大学からの補助金 

４． 演奏活動の収入 

５． 寄付その他収入 

第２０条 各年度の予算および決算は、会計係が総会に提案する。 

②会計監査を置いたときは、決算についてその監査を得なければならない。 

③個別の行事については、その都度、予算書および決算書を作成・保管するもの 

とする。 

第２１条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第７章 付 則 

第２２条 この規約は、平成１４年１０月  日から施行する。 


